
福岡県森林整備工事に係る指名選定基準 

 

（制定）平成 25 年 3 月 29 日付け 24 農林整第 3552 号 

（最終改正）平成 30 年 8 月 22 日付け 30 農林整第 2535 号 

（趣旨） 

第１条 この要項は、福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱（平成

２１年９月２９日付け２１総セ第１３１７５号）に定めるもののほか、森林整備工事等の

適切な執行を確保するため、指名競争入札の相手方とする者の選定について必要な事項

を定めるものとする。 

 

（指名競争入札参加者の指名） 

第２条 指名業者数は、原則として５者以上とする。 

  ただし、工事箇所の属する地域内に当該業務の施工能力を有する者が少数である場合

等については、これによらないことができる。 

 

（指名競争入札に参加できる者の資格） 

第３条 競争入札に参加できる者は、県が定める「福岡県が発注する物品の製造の請負及び

買い入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指定競争入札に参加する

者に必要な資格」（平成２５年１月２９日福岡県告示第１１７号）に規定する入札参加資

格を有する者のうち、業種品目区分が 

大分類：サービス業種その他 

中分類：その他 

であり、明細情報に「森林整備」と記入している者。 

 

（指名業者の選定基準） 

第４条 入札参加者の選定に当たっては、森林整備工事の適正な施工を確保するため、次号

に掲げる事項を総合的に勘案し、指名業者の選定を行うものとする。 

 １ 県の林業経営体に関する情報の登録・公表要領に基づき登録された林業経営体 

 ２ 別紙１に掲げる技術者（以下「専門技術者」という。）の雇用状況 

 ３ 労働者の労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険及び退職金制度の

加入状況 

４ 業者の所在地及び当該工事箇所の地理的条件 

５ 森林整備工事の実績 

 

（指名業者として選定を行わない場合） 

第５条 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱第 3 条に基づき指名停止

を受けている場合。 

２ 福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売り払いその他の契約の一

般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成２５年１月２９日福岡県告

示第１１７号）第１に該当する場合。 

３ 県の林業経営体に関する情報の登録・公表要領に基づき登録された内容に虚偽の登録



をした場合。 

ただし、前記３において登録された内容に虚偽の登録の事実があった後、速やかに変更

した場合はこの限りではない。 

 

附 則 

１ この基準は、平成２５年 ４月 １日から施行し、平成２５年１０月１日以降に指名す

るものから適用する。 

 



別紙１  

 

第４条第２項に定める専門技術者  

（１）技術士：技術士法（昭和５８年法律第２５号）に規定する技術士の登録を受けた者。

ただし、森林土木、又は林業部門に限る。  

（２）林業技士：（社）日本林業技術協会の認定する林業技士。ただし、森林土木又は林

業経営部門に限る。  

（３）森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８７条第３項に規定する林業普及指導員

の資格を有している者。ただし、ここでいう林業普及指導員には、改正前の森林法の

規定による資格 （林業専門技術員、林業改良指導員）を含むものとする。  

（４）知事又は（公財）福岡県水源の森基金理事長によって、基幹林業作業士、林業技能

作業士として認定された者。  

（５）研修終了者に係る登録制度の運用について（平成１０年４月１日付け林野組第３６

号）に基づき、林業労働力確保センター等が実施する研修を終了し、農林水産省が備

える研修終了者名簿にフォレストワーカー（林業作業士）、フォレストリーダー（現

場管理責任者）、フォレストマネージャー（統括現場管理責任者）として登録された

者。 

（６）学校教育法に定める学校において、林業に関する学科を修めた者で、森林整備関係

業務に関する職務経験が、次に掲げるいずれかに該当する者。  

① 高等学校を卒業した後５年以上  

② 大学、又は高等専門学校を卒業した後３年以上  

（７）森林整備関係業務に関し、１０年以上の職務経験を有する者。 

 


